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第１ この基準は，岐阜大学が開講する授業科目の成績評価に関し，必要な事項を定めるものと

する。 

 

第２ 成績評価は，シラバスに示された成績評価に関する方法と観点に基づいて行うものとす

る。 

 

第３ 成績評価は以下の表のとおりとする。ただし，合格又は不合格の評語を用いることがで 

きる授業科目は，卒業研究及び全学共通教育科目のうち，教育推進・学生支援機構長が指定 

する科目とし，あらかじめ教学委員会の了承を得るものとする。 

評語 評価基準等 
素点を用いる場

合の得点率 
単位 

 

秀 
到達すべき目標を充分に達成し，優よりも更に卓

越した成果をあげている。 
90％以上 与える 

優 
到達すべき目標を充分に達成し，優れた成果をあ

げている。 

90％未満 

80％以上 
与える 

 

良 到達すべき目標を充分に達成している。 
80％未満 

70％以上 
与える 

 

可 到達すべき目標を達成している。 
70％未満 

60％以上 
与える 

 

不可 到達すべき目標を達成していない。 60％未満 与えない

合格 
秀，優，良，可の区別を用いない科目において，

到達すべき目標を達成している。 
- 与える 

不合格
秀，優，良，可の区別を用いない科目において，

到達すべき目標を達成していない。 
- 与えない

認定 

学則及び大学院学則で規定する既修得単位，他大

学（他大学院）等における授業科目の履修，大学

以外の教育施設等における学修の単位認定。 

- 与える 

 

第４ 成績評価とは別に，学部・研究科の定めるところにより，「再試験」の評語を用いること

ができる。また，学部等の取扱いにより，履修放棄等を表す評語として「未履修」を用いるこ

とができる。 

 

第５ 学生は成績評価について，所定の手続により異議申立を行うことができる。 

 

２ 前項については，別途定める。 



第６ 第３の規定にかかわらず，平成２３年度以前に入学した者の成績評価のうち，「岐阜大学

成績評価に関する申合せ」による評語（評定）が「秀（Ｓ）」及び「優（Ａ）」の場合の評語

は，「優」で表す。 

 

２ 第４に規定する評語の「再試験」及び「未履修」については，平成２７年度開講科目から適

用する。また，平成２６年度以前の成績評価における「不可（Ｘ）」は，「未履修（Ｘ）」で

表す。 

 

第７ 成績評価の評語，秀，優，良，可，合格，不可，不合格，認定をアルファベットで表記す

る場合は，それぞれ，Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｇ，Ｄ，Ｆ，Ｎとする。また，評語，再試験，未履修

をアルファベットで表記する場合は，それぞれ，Ｒ，Ｘとする。 

 

 

附 記 

１ この基準は，令和２年４月１日から実施する。 

 ２ 「岐阜大学成績評価に関する申合せ」（平成２４年１月１７日大学教育委員会制定，平成２７

年３月２０日教学委員会一部改正）は廃止する。 

附 記 

この基準は，令和７年４月１日から実施する。 

 


